
鹿屋市都市計画マスタープラン 第５部 

 

203 

 

第５部 計画の実現に向けて 

これまでに掲げた都市づくりの実現に向けて、基本的な考え方、協働の都市づくりの推進、

計画の進行管理について整理します。 

 

第１章 実現に向けた基本的な考え方 

１. 都市計画マスタープランの運用方針 

都市計画マスタープランは、都市づくりの目標や基本的な方針を示したものであり、今後、

本計画に即して個別計画（土地利用、道路・交通、拠点形成、都市環境、都市防災の分野別

計画）の立案や事業の実施、都市計画の決定や変更が行われることになります。このため、

本計画の運用においては、以下の取組を進めます。 

 

1） 個別計画の策定・見直し 

本計画は、「鹿屋市総合計画」等の上位計画や関連計画を踏まえ、都市計画の観点から本市

の将来像を明らかにしました。 

今後は、総合的かつ計画的な都市づくりを推進するため、本計画で設定した方針を踏まえ、

個別計画の策定・見直しを必要に応じて行い、計画の実現を目指していきます。 

 

2） 関連計画との整合、総合化（計画・事業の相互調整） 

本計画の実施においては、農業や環境等の関連計画と充分な調整を図りつつ、財政の効率

的な運用、各種国県交付金、補助事業等の積極的な導入に努めます。 

また、都市計画の決定・変更にあたっては、本計画の方針や地域の実情、個別計画の熟度

や整合を踏まえ、進めます。 

  



鹿屋市都市計画マスタープラン 第５部 

 

204 

 

3） 既存ストックを活用した多極ネットワーク型コンパクトシティ形成の推進 

多極ネットワーク型コンパクトシティの実現のためには、都市機能の立地や居住の誘導を

図る必要があります。今後は、様々な都市計画手法の中でも、特に規制・誘導を中心とした

土地利用施策の展開に重点を置き、まちを緩やかにつくり変えていきます。 

主な具体的取組施策を以下に示します。 

 都市計画区域および地域地区の指定の見直し 

 既存ストックを活かした効果的な道路、下水道の整備 

 個別計画の策定（立地適正化計画、地域公共交通網形成計画の策定） 

 公共施設等総合管理計画や各種長寿命化計画に基づく公共施設の適正量の管理と維持

更新 

 

２. 効果的な手法・制度の活用 

本計画の方針や施策の実現にあたっては、限られた財源の中でより効果が得られるように、

事業の優先性、緊急性、都市整備上の効果等を総合的に判断して進めます。 

具体的には、地域地区や地区計画等の都市計画制度を活用するとともに、国や県の各種事

業と連携し、実効性のある効果的な都市づくりを目指します。また、土地利用の誘導や拠点

形成と一体となった都市施設整備（都市計画道路、公園、下水道等）の推進と見直しに努め

ます。 
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分野 本計画における主な取組 主な手法・制度等 

土地利用 地域の実情に応じた市街地形成と適正

な土地利用の実現のため、現況の土地利

用と乖離が生じている区域等において、

土地利用の動向、都市施設の整備状況等

を踏まえ、必要に応じて地域地区の見直

しや指定を図ります。 

【地域地区の指定】 

■用途地域 

■特定用途制限地域 等 

 地区の課題や特徴を踏まえ、地区内の

建物の用途や建て方、道路や公園等の配

置等について、必要なルールづくりの推

進を図ります。 

【地区計画等】 

■地区計画 等 

 都市計画区域内の白地地域において無

秩序な市街化を抑制し、必要な施設の整

備等を義務づけるため、適切な制度の運

用を図ります。 

■開発許可制度 

 本計画で示した方針に基づき、将来の

人口密度に見あった適正な市街地や居住

誘導区域を設定するとともに、将来必要

な都市機能の配置・誘導等のアクション

プランを検討します。 

■立地適正化計画 

道路 

・交通 

広域・地域連携軸となる主要な幹線道

路の整備を進めるとともに、地域間を結

ぶ生活交通の確保を図ります。また、社

会経済情勢の変化による周辺条件の変化

や地域ニーズ等を踏まえ、都市計画道路

の見直しを図ります。 

■都市計画道路見直し・整備等 

■地域公共交通網形成計画 

都市環境 豊かな自然環境との共生や良好な都市

環境の維持等を図るため、緑の保全およ

び緑化の推進に関する総合的な計画づく

りを検討します。 

【公園・緑地】 

■緑の基本計画 等 

 本市固有の景観を活かした都市づくり

に向けて、市内外に誇れる良好な景観を

市民共有の財産として保全・継承するた

め、景観計画の策定を検討します。 

【景観形成】 

■景観計画 
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第２章 協働による都市づくりの推進 

地域地区や地区計画制度等の規制誘導手法、都市施設整備事業等は、市民生活への影響が

大きいため、市民の合意や協力が必要です。 

都市づくりは、行政だけが取り組むものではなく、市民や事業者等、市域で活動するすべ

ての方々の協働によって、はじめて実現するものです。このため、市民、事業者、行政等、

各主体の役割を明確にするとともに、都市づくりの目標を共有し、適切な役割分担に基づく

都市づくりを進めます。 

 

１. 協働のための各主体の役割 

1） 市民の役割 

都市づくりの主人公として、市民には、地域に密着した都市づくりの取組に参画し、継続

的な活動を行うことが期待されます。 

また、地域に密着した都市づくりのため、自治会やコミュニティ協議会等の地域内組織、

ＮＰＯ（非営利団体）等の住民組織が主体となり、地域ぐるみの取組を行うことが望まれま

す。 

このため、市は地域ごとの組織、都市づくり関連のＮＰＯ等の市民組織の育成に努め、必

要に応じて支援を行います。特に、現在活動している市民組織を大切に育て、協働関係の構

築を目指していきます。 

また、全市的な都市づくりについても、行政の取組に対する市民の積極的な参画を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 法や条例等で定められたルールの遵守 

 市が行う施策・事業への協力 

 都市づくりに関する要望やアイデアの提案、提言 

 建築協定、地区計画制度等、地域独自の環境整備・

保全のためのルールづくりと運用 

 敷地内の緑化や街角へのフラワーポットの設置等、

市民が自ら行うまちなみ景観の形成 

 地域内組織や都市づくり組織への参加、活動 

 ボランティアによる公園の清掃、環境美化等 

 施設の利活用の増進と利用者としてのモラル、マナ

ーの向上 

コミュニティ協議会 

市民の役割 
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2） 事業者の役割 

事業者には、地域産業の課題や解決策についての提案、それらを踏まえた行政や事業者間

での連携による取組等が望まれます。また、個性ある地域資源や既存ストックの有効活用、

６次産業化の推進など、地域活動の向上に資する新たな取組が望まれます。 

このため、市は、周囲に及ぼす影響等を考慮しながら、住民や行政との協働体制の構築、

事業者間の連携等を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） 教育機関の役割 

本市には、鹿屋体育大学をはじめ、高等学校等、各種の教育機関があることから、教育機

関との連携を深める取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 市が目指す都市づくりの方向性についての理解、協力 

 周辺環境や景観に配慮した施設計画 

 環境整備や美化・清掃活動等による地域への貢献、地域との融和 

 市が行う施策・事業への協力 

 

 有識者としての行政への提言、アドバイス 

 総合学習の時間を活用した都市づくり教育の実施 

 都市づくりイベント等における連携 

事業者の役割 

教育機関の役割 
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4） 行政の役割 

行政は、本市の都市づくりにおいて、公共事業の実施など主導的な役割を担う一方、地域

の都市づくりにおいては、市民や事業者の活動を支援する役割も担います。このため、庁内

における連携体制や市民、事業者への支援体制の強化を図ります。 

また、協働による都市づくりを円滑に進めるため、都市づくりに関する情報提供を積極的

に行い、市民の意見を個別計画に反映させるとともに、都市づくり活動への支援や市民参加

の仕組みづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 公共事業の実施 

 市民等への情報発信、情報提供・公開、意見等の聴取 

 都市づくり活動への支援（専門アドバイザーの派遣等） 

 社会実験・実証実験の実施、支援 

 関係機関との調整、連携 

市民 

 都市づくり活動への積極

的な参加 

 市の施策・事業への協力 

 市民提案    等 

事業者 

 都市づくりへの理解と協力 

 周辺環境や景観に配慮した施

設計画 

 地域への貢献や地域との融和 

 市の施策・事業への協力 

市 

 公共事業の実施 

 市民等への情報発信、情報

提供・公開、意見等の聴取 

 都市づくり活動への支援 

 社会実験等の実施、支援 

 関係機関との調整、連携 

 

 

協働による

都市づくり 

 

教育機関 

 有識者としての行政への

提言、アドバイス 

 都市づくり教育の実施 

 都市づくりイベント等に
おける連携 

行政の役割 
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２. 協働による都市づくりの取組 

1） 都市づくりの発意と活動組織の立ち上げ 

地域においては、「私たちが暮らしている地域の問題点は何か」、「地域が目指すべき都市づ

くりとはどのようなものか」など、都市づくりに関する様々な問題や課題を住民同士で話し

合うことが必要です。そのため、住民同士が相談や仲間づくりを行うことができる自主的な

都市づくり活動組織（都市づくり協議会等）をつくることが望まれます。 

地域の都市づくりの動機（発意）は、居住環境の維持・保全やまちなみなどの良好な景観

形成、生活道路の安全対策、河川の浄化といった身近なテーマや、地域の都市づくり方針な

どが考えられます。 

市は、地域の意向を尊重して、都市づくり活動組織の立ち上げを支援していきます。 

 

 

2） 地域の計画づくりと実践 

計画づくりでは、地域の問題や課題を基に、将来像や方針等の計画内容の策定のほか、組

織として活動する際のルールやスケジュール等を話し合い、その結果を地域住民が共有する

必要があります。 

計画の実践にあたっては、市民や都市づくり活動組織と行政等が連携して、できることか

ら都市づくりを行っていくことになります。 

市は、人的・技術的支援等を行い、協働により都市づくりを実践していきます。 

 

 

3） 都市づくりのリーダーとなる人材の発掘・育成 

市民が主体となった都市づくりを推進するためには、地域の意見をまとめることができる

リーダーの存在が重要であり、様々な都市づくり活動の場を通して人材発掘を図ることが必

要となります。このため、本計画の策定に参加していただいた市民をはじめ、都市づくり活

動組織の中から、地域のリーダーとなる人材の発掘・育成に努めます。 
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３. 積極的な情報提供への取組 

市は、都市づくりに関する情報提供や都市づくり活動の普及啓発に取り組むとともに、市

民や事業者等の要望・意見を幅広く聴取し、市政に反映するよう努めます。また、学校での

都市づくり教育の充実を図ります。 

情報発信に関しては、市ホームページをはじめ広報誌、ラジオ等を活用するとともに、都

市づくりに関する出前講座やリーフレット等の作成・配布に努めます。また、市民との意思

疎通や市民活動との連携を図るため、「意見交換会」や「ワークショップ」等の参加機会を確

保するよう努めます。 

 

 

４. 都市計画提案制度の活用 

安全で快適な居住環境の実現に向けては、住民間の自主的なルールをつくることが可能で

す。こうしたルールをつくる方法として、建築協定や緑地協定の活用、地区計画制度の活用

等が考えられます。また、市が定める都市計画について、地域住民等が計画内容の決定・変

更を要請する方法として「都市計画提案制度」があります。 

市は、住民発意による都市づくりが可能となるよう、情報の提供に努めるとともに、都市

計画提案制度の活用を推進します。 

 

 

５. PPP／PFI の導入検討に向けて 

限られた財源の中で、多様化・高度化する市民ニーズに対応するため、新たな公共サービ

スの提供手法として、地域住民や企業等が行政と連携し、都市づくりの計画・設計・建設・

運営・管理などプロジェクト全般に携わるＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナー

シップ：公民連携）の取組が全国的に広まりつつあります。内容的には、ＰＦＩ、指定管理

者制度、公設民営（ＤＢＯ）方式、包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシングなど、

多様な手法を活用し、財政削減や行政のスリム化だけでなく、新しい機能や価値を持った「新

しい公共」の形成が展開されています。 

本市においても、公共施設の整備や管理運営のための有効な手法の一つとして捉え、「（仮

称）桜ヶ丘子育て支援住宅整備ＰＦＩ事業」を推進しています。今後も、効率的かつ効果的

な市政運営を行うため、各計画においてＰＦＩの導入等、公民連携の可能性について調査・

検討を行います。 
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DO（効果的な実施） 

・庁内の連携 

・市民や企業等との協働・連携 

・計画（各施策）の効果的な実施 

PLAN（具体の都市計画） 

・都市計画マスタープランの策定 

・個別計画の策定（道路、公園等） 

CHECK（結果の確認・検証） 

・各施策の進行管理と成果の検証 

 

ACTION（反映・改善・見直し） 

・個別計画内容の改善や見直し 

・取組や実施体制の改善や見直し 

第３章 計画の進行管理 

１. ＰＤＣＡサイクルによる施策の進行管理 

都市計画マスタープランの実効性を確保するため、定期的に施策・事業の進捗状況をチェ

ックするとともに、下図に示す「ＰＤＣＡサイクル」の考え方に即した進行管理を行います。 

「ＰＤＣＡサイクル」とは、都市づくりの各施策等を計画（Plan）し、効果的かつ効率的

に実施（Do）し、その取組状況や結果を確認・検証（Check）しながら、次の計画に反映し改

善する（Action）、循環的な手順（Cycle）であり、それぞれのステップの結果や課題を次の

ステップに活かす考え方です。 

確認・検証（Check）のステップでは、総合計画の成果指標や市民意識調査、都市計画基礎

調査結果等の活用により、個別計画の進捗状況を把握（モニタリング）し、成果の検証・評

価・管理を行います。また、サイクルの中にその時点での現状分析（Research）を組み込み、

都市づくりを進めていきます。 

モニタリングや評価とともに、その結果を公表し、「見える化・わかる化」を図ることによ

り、評価段階における市民参加を推進します。 

反映・改善（Action）のステップでは、確認・検証の結果を踏まえ、施策・事業の継続や

充実強化、もしくは完了や廃止（Sunset）を組み込み、最小の投資で最大の効果が得られる

ように努めます。 

◆ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本計画 

計画の見直し・次期計画 

SUNSET 

・施策・事業の収束・廃止を含む 

RESEARCH 

・現状分析 
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２. 都市計画マスタープランの適切な更新・見直し 

都市計画事業や地域地区の指定による規制・誘導等は、効果が表れるまで時間を要するこ

ともあるため、都市計画マスタープランは、概ね 10年を基本に見直しを行います。 

この期間中、本計画に定める都市の将来像や都市づくりの骨格となる方針については、都

市づくりの一貫性や継続性の観点から原則として継承しますが、都市の将来像やその実現に

向けた道筋に大きく影響を及ぼす社会経済状況の変化があった場合等は、必要に応じて随時

見直しを行います。また、計画期間中の各時点において、実効性のある計画となるよう、以

下の視点で適切な更新・見直しを行います。 

 

1） 現状を踏まえた定期的な更新 

本計画の見直し時期においては、国勢調査や都市計画基礎調査等に基づく様々なデータを

基に、更新を行います。 

 

2） 上位計画の改訂等に伴う変更 

国や県をはじめとする上位計画の改訂や新たな法制度の制定等により、今後の都市づくり

の方針に大きな変更が生じる場合等は、上位計画との調整を図りながら、本計画の変更を行

います。 

 

3） 大規模なプロジェクトの実施に伴う見直し 

東九州自動車道の整備など、本市の都市づくりに大きな影響を与える大規模なプロジェク

トについては、その影響や効果等を勘案し、都市づくりがより望ましい方向に進むよう、関

係機関との調整を図りながら本計画の見直しを行います。 

 

4） 市民主体の都市づくりと連動した地域別構想の見直し 

市民の主体的な活動により、地域の都市づくり方針を見直す必要がある場合等は、地域別

構想の見直しを行います。 
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３. 都市計画の変更・見直し 

都市計画マスタープランを実効性のある計画とするため、都市計画法に基づく土地利用、

都市計画施設、市街地開発事業等の計画決定事項について、適宜見直しを行います。 

 

1） 都市計画区域の再編 

現在、本市には３つの都市計画区域があります。都市計画区域は、一体的な整備や開発、

保全等を行う区域を指定することにより、効率的な公共投資により、合理的な土地利用を進

めることができます。今後、一体的な都市づくりに向けて、都市計画区域の統合・見直しを

検討します。 

 

2） 都市計画区域の見直し 

現在、都市計画区域外の地域において、一定の人口集積がみられるエリアや新たな開発等

により、周辺の土地利用や景観等に影響があると判断されるエリアでは、良好な環境や景観

を保全するため、必要に応じて準都市計画区域の指定や都市計画区域への編入を検討します。 

 

3） 用途地域の指定および見直し 

目指すべき土地利用の実現に向けて、建築物等に関する規制・誘導を行うため、本計画で

定めた将来都市構造や土地利用方針に基づき、必要に応じて用途地域の指定・見直しを行い

ます。 

また、用途地域の指定のない区域のうち、開発圧力を規制する必要性が高いエリアについ

ては、特定用途制限地域の指定導入を検討します。 

 

4） 都市計画施設の見直し 

都市計画施設は、既存ストックの有効活用や事業の緊急性・必要性の見極め、費用対効果

の検証等により、適宜見直しを行いながら、計画・決定を行います。 

特に、長期未着手の都市計画道路は、交通処理能力やアクセス機能の必要性、事業実現の

可能性、沿道特性等を総合的に勘案し、関係機関との調整や市民と合意形成を図りながら、

見直しを行います。 
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